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　生命保険料控除は、納税者が所定の要件を満たす生命保険契約などの保険料を払い込ん
だ場合に、所定の区分に応じ、一定額を納税者の所得金額から控除する制度である。
　なお、2012（平成24）年１月１日以後の契約については、平成22年度税制改正で生命保
険料控除制度の改組が行われた。

（１）一般生命保険料控除の対象となる契約
　一般生命保険料控除の対象となる契約は、次の通りである。
①保険金受取人
　生命保険金の受取人には、満期保険金の受取人と死亡保険金の受取人とがあるが、この
両方の受取人が、次の者でなければならない。
◦納税者本人
◦配偶者
◦配偶者以外の親族

　なお、配偶者以外の親族とは、６親等内の血族、および３親等内の姻族を指す。これら
の親族であれば、必ずしも生計を一にしていなくとも生命保険料控除は受けられる。
②契約の種類
　主なものは、次の通りである。
ア生命保険会社と契約した生命保険契約
イ旧簡易生命保険契約、またはJAなどの生命共済契約
ウ中小企業等協同組合法の特定共済組合および特定共済組合連合会と締結した一定の生
命共済に係る契約

　ただし、保険期間が５年未満の貯蓄保険および財形保険は、生命保険料控除の対象とな
らない。
　なお、2012（平成24）年１月１日以後に締結した契約において、「身体の傷害のみに基
因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険料」については、対象外となる。
③2011（平成23）年12月31日以前の契約における一般生命保険料控除について
　2012（平成24）年１月１日以後の契約における「介護医療保険料控除」の対象として分

1　生命保険料控除

1 所得税の生命保険料控除
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類されるものについて、2011（平成23）年12月31日以前の契約においては「一般生命保険
料控除」の対象として取り扱う。

（２）介護医療保険料控除の対象となる契約
　2012（平成24）年１月１日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損
害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴
う給付部分に係る保険料（医療特約、介護特約等）が介護医療保険料控除の対象となる。
具体的には、身体の傷害または疾病に対する保険契約（身体の傷害のみに基因して保険金
が支払われるものを除く）のうち、次の事由に基づいてのみ保険金が支払われるもの。
◦身体の傷害を受けたこと、または疾病にかかったことを原因とする人の状態に起因し
て生ずる医療費控除の対象となる医療費、そのほかの費用を支払ったこと
（例）医療費用保険、介護費用保険

◦身体の傷害もしくは疾病またはこれらを原因とする人の状態
（例）がん保険、医療保険、介護保険

◦身体の傷害または疾病により就業することができなくなったこと
（例）所得補償保険

（３）個人年金保険料控除の対象となる契約
　個人年金保険料控除の対象となる契約は、次の要件を満たすもので、かつ個人年金保険
料税制適格特約を付加した生命保険契約に限られる。
①年金受取人
　契約者またはその配偶者のいずれかで、被保険者と同一であること。
②保険料払込期間
　10年以上の期間にわたって、定期に払い込みを行うものであること（一時払契約は、個
人年金保険料控除の対象とならない）。
③年金の支払方法
　終身、または受取人の年齢が60歳に達した日以後の日から、10年以上の期間にわたって
定期に行うものであること。
〈注〉上記年金の支払いのほか、被保険者が「重度の障がい」に該当した場合に、年金の支払いが開

始される契約にあっては、10年以上（または終身）の期間にわたり年金を支払う定めである
こと。

④そのほかの要件
ア年金以外の金銭の支払いは、剰余金の分配や解約返戻金の支払いを除き、被保険者が
死亡または重度の障がいに該当することとなった場合に限り行うものであること。

イ被保険者の死亡または重度の障がいにつき支払う額は、契約締結の日以後の期間また
は払込保険料総額に応じて逓増的に定められていること。

ウ年金の支払いは、その年金の支払期間を通じて、年１回以上定期に行うものであり、
かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。

エ剰余金の金銭による分配は、年金支払開始日前に行わないもの、または行う場合でも、
分配をする年の払い込むべき保険料の範囲内の額とするものであること。
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　個人が死亡保険金を取得した場合、その保険金に係る保険料負担者によって、課税関係
は次のようになる。
　なお、損害保険の傷害保険などから支払われる死亡保険金も同様の取り扱いをする。

（１）保険料負担者の死亡により受け取る死亡保険金
　被相続人（保険料負担者）から相続または遺贈によって取得したものとみなされ、相続
税が課税される。この場合、その保険金を取得した者が、被相続人の相続人（相続を放棄
した者および相続権を失った者を除く）であるときは、相続によって取得したものとみな
され、保険金を取得した者が、被相続人の相続人でないときは、遺贈によって取得したも
のとみなされる。

（２）保険料負担者が死亡保険金を受け取る場合
　保険金受取人の一時所得として、所得税・住民税が課税される。

（３）保険料負担者が死亡せず、別人が受け取る死亡保険金
　保険金受取人が、保険料負担者から、贈与によって取得したものとみなされ、贈与税が
課税される。

（４）法人が契約者（保険料負担者）で、役員・使用人の遺族が受け取る死亡保険金
　役員・使用人（表では従業員と表記。以下同）が被保険者で、かつ、役員・使用人の相
続人、そのほかの者が死亡保険金受取人である生命保険契約で、その保険料を法人が負担
していた場合、その役員・使用人の死亡により、その相続人などが保険金を取得したとき
の取り扱いは、その法人が負担した保険料がその負担したときにおいて当該役員・使用人
に対する給与などとして所得税が課税されたかどうかにかかわらず、その役員・使用人が
負担していたものとされる。
　したがって、その保険金は、相続または遺贈により取得したとみなして、相続税が課税さ
れる。

2　個人が受け取る死亡保険金

1 適用される税の種類
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契　約　関　係 課　税　関　係

契　約　者
（保険料負担者）

被 保 険 者 死亡保険金
受　取　人 税の種類 補　　足

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

相続税

相続税

贈与税

所得税・住民税
（一時所得）

相続税

Ｂ
相続人
（妻）

Ａ

遺族（相続人）

Ａ

Ａ

Ｃ
（長男）

Ｄ
相続人でない者

Ｂ
（妻）

Ｃ
（長男）

役員・従業員法人

●Ｂは、相続により取得したものと
みなされる。

●生命保険金の非課税限度額の適用
がある。

●年金で受け取るときは、年金受給
権の価額を相続により取得したも
のとみなされる。

　この場合、実際に年金を受け取る
ときは、受取年金額のうち課税対
象部分に対して毎年の所得税（雑
所得）・住民税の対象となる。

●Ｄは、Ａから遺贈により取得した
ものとみなされる（みなし遺贈）。

●年金で受け取る場合は、年金受給
権の価額を遺贈により取得したも
のとみなされる。

　この場合、実際に年金を受け取る
ときは、受取年金額のうち課税対
象部分に対して毎年の所得税（雑
所得）・住民税の対象となる。

●生命保険金の非課税限度額の適用
はない。

●ＡからＣへの贈与とみなされる。

●生命保険金の非課税限度額の適用
がある。

●一時金で受け取るときは一時所得
となる。

●年金で受け取るときは雑所得とな
る。

〔死亡保険金の課税関係〕

ワンポイントアドバイス 死亡保険金を据え置いた場合
　死亡保険金に対する課税は死亡日に発生するため、その時点では死亡保険金を受け取らずに据え置
いた場合であっても、現金で受け取った場合と同様のタイミングで課税が発生します。また、死亡保
険金を据え置いた場合には据置利息が発生し、その利息を受け取った年の雑所得として所得税・住民
税が課税されます。

ー 14 ー ー 15 ー

個
人
向
け
　
　

生
命
保
険
税
務



（１）保険料取り扱いの基本的な考え方

契約形態

死亡保険金受取人 満期保険金受取人、
年金受取人定期保険・定期特約 養老保険・終身保険

法　人 役員・従業員
の遺族 法　人 役員・従業員

の遺族 法　人 役員・従業員

保険料
の仕訳

定期保険料
（損金算入）

福利厚生費※1

（損金算入）
保険料積立金
（資産計上）

給　与※2

（損金算入）
保険料積立金
（資産計上）

給　与※2

（損金算入）

※１　特定の者のみのときは給与課税
※２　月額300円以下のときは所得税非課税（ただし、特定の者のみのときは課税）

　法人にとって、支払保険料が給与・福利厚生費等の損金で処理できれば、法人税などの
軽減につながる。資産計上とは、預金の預替を行ったというような意味合いで、税額を増
減させるものではない。
　従業員などの個人にとっては、給与扱いは所得税・住民税の負担が生じるが、福利厚生
費扱いなら個人への課税は発生しない。

1　法人向け生命保険にかかわる課税関係

1 法人が支払う保険料

ワンポイントアドバイス 特別条件付契約の特別保険料（割増保険料）
　この特別保険料は、損金算入することができます。その理由として、保険会社はこの特別保険料に
ついて、単年度ごとに精算しており、この部分からの解約返戻金が支払われることがないためです。
　なお、生命保険会社によっては、特別保険料に積立部分（解約時に解約払戻金の財源になる部分）
を組み込んでいるものも見られます。そのような場合には、特別保険料も主契約に準じた経理処理が
必要となります。
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（２）保険種類・受取人別の保険料取り扱い一覧（原則的な取り扱い）
①養老保険（法人税基本通達9-3-4）

②定期保険・第三分野保険（法人税基本通達9-3-5）

③ 保険料に相当多額の前払部分の保険料を含む定期保険・第三分野保険（法人税基本通達
９-３-５の２）

　 次ページの、「（３）2019（令和元）年7月8日以降の契約における定期保険および第三分
野保険の保険料の新しい取り扱い」に記述。

④定期付養老保険（法人税基本通達9-3-6）

保険金受取人別による取り扱い区分

法人
遺族
（普遍性あり）
法人

遺族
（普遍性なし）
法人

遺族

被保険者

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

保険料積立金
（資産）

保険料積立金
（　資産）

福利厚生費
（　損金）

給　与
（損金）

主契約
保険料

保

　険

　料

死○

満○

死○

満○

死○

満○

死○

満○

1
2

給与
　（　損金）1

2

保険料積立金
　（　資産）1

2
1
2

死亡保険金受取人別による取り扱い区分

法人 遺族
（普遍性あり）

遺族
（普遍性なし）

ⅡⅠ Ⅲ

定期保険料
（損　金）

福利厚生費
（損　金）

給　与
（損　金）

主契約
保険料

保

　険

　料

保険金受取人別による取り扱い区分

法人
遺族
（普遍性あり）
法人

遺族
（普遍性なし）
法人

遺族
被保険者
（普遍性あり）

遺族
被保険者
（普遍性なし）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

福利厚生費
（損　金）

福利厚生費
（損　金）

定期保険料
（損　金）

給　与
（損　金）

給　与
（損　金）

給　与
（損　金）

給　与
（損　金）

定期部分

養老部分

保

　険

　料

Ⅴ

福利厚生費
（　損金）1
2

給　与
（　損金）1
2

保険料積立金
（　資産）1
2

保険料積立金
（　資産）1
2

死○

満○

死○

満○

死○

満○

死○
満○

死○
満○

保険料積立金
（資産）

ー 50 ー ー 51 ー

法
人
向
け
　
　

生
命
保
険
税
務

ー 50 ー




